
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
五
号

宮
内
庁
法
施
行
令

第
一
条
　
宮
内
庁
法
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
に
係
る
事
務
は
、
日
本
国
憲
法
第
七

条
第
九
号
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
事
務
及
び
同
条
第
十
号
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
事
務
（
内
閣
総
理
大
臣
の

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
二
条
　
式
部
職
に
置
か
れ
る
式
部
官
は
、
儀
式
及
び
接
待
に
関
す
る
こ
と
に
つ
き
式
部
官
長
の
職
務
を
助
け
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
四
月
三
〇
日
政
令
第
九
四
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

こ
の
政
令
施
行
の
際
、
現
に
式
部
官
、
宮
内
府
事
務
官
又
は
宮
内
府
技
官
の
職
に
あ
る
者
は
、
そ
の
定
員
の
改

正
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
政
令
施
行
後
四
月
の
期
間
在
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
政
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
三
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
宮
内
庁
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
二
六
日
政
令
第
二
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一
五
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
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